
１．令和４年度 事業計画 

当会は、令和４年度に次の事業を行う。 

 

１．奨学生の採用 

       令和４年度に、大学１年新入学予定者より、奨学生志望者を募集し、 

      審査の上、１０名程度を採用し、奨学金を支給する。 

    

２．奨学金の支給 

令和４年度（令和４年４月１日～令和３年３月３１日）に、 

奨学金を給付する奨学生及び奨学金の額は、次の通りとする。 

大学１年生  １０名  月額  80,000 円  年額  ９,６００,０００円 

大学２年生   ９名  月額  80,000 円  年額  ８,６４０,０００円 

大学３年生   ５名  月額  80,000 円  年額  ４,８００,０００円 

大学４年生   ６名  月額  80,000 円  年額  ５,７６０,０００円 

大学６年生   １名  月額  80,000 円  年額   ９６０,０００円 

   計  ３１名                ２９,７６０,０００円 

 

３．奨学生会議 

        奨学生・奨学生ＯＢＯＧをもって、奨学生の自主運営のもと、 

研修と融和の為の会議を開催する。 

 

４．石橋奨学会の会誌「玄海」の発行 

 

５．ＨＰの運営 

 ホームページを運営し、奨学生・奨学生ＯＢ間の情報交換及び 

社会への発信の場として活用する。 

                                                        以上 


